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新潟県産業労働部創業・イノベーション推進課
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公募要領

７　企画提案書等の
提出

下記のア～ウの書類について、いずれも電子データ
でメール提出することが定められておりますが、貴
県にご提出するにあたり、メール送信容量（上限）
を超過してしまう場合には、どのような措置を取れ
ばよいか、予めご教示いただきたいです。
また、資料を分割してメール提出が許される場合、
同じく公募要領で定められる電子メール件名につい
て、適宜変更してもよろしいでしょうか。

提出資料
ア：企画提案書（A4版、30ページ以内）
　　企画提案書A3概要版（A3版、２枚）
イ：登記簿謄本または現在事項全部証明書
ウ：新潟県税　納税証明書（※対象者のみ）

メール送信容量（上限）を超過する場合は、分割し
て送信してください。その際、電子メールの件名及
び本文に、分割して送信する旨を記載してくださ
い。

「令和８年度新潟カーボンニュートラル構想推進・拠点開発推進に係る調査等業務委託」に係る質問事項への回答

質問 回答

集客活動・方法の提案にあたり、貴県（東京事務所
含）の協力をどこまで賜れるか（例：貴県が保有す
る〇〇チャネルに、□□することは可能、等）を、
予めご教示いただきたいです。

例１）貴県HPに、開催概要や申込フォームを掲載す
ることは可能
例２）保有するメーリングリストに、案内メールを
送付することは可能
例３）保有する企業情報（住所）宛に、案内チラシ
を送付することは可能　　等

・県ホームページで、開催概要や申込フォームを掲
載することは可能です。
　ただし、申込の受付・とりまとめは受託者におい
て実施してください。
・基本的には、必要に応じて県が保有する情報を提
供することは可能です。
　ただし、案内の送付は、原則として受託者におい
て実施してください。

仕様書
３　委託内容

「（３）新潟県のＣ
Ｎ関連プロジェクト
に関する情報発信」

特に想定対象となっている、経済団体連合会や商工
会議所関係者に対する集客活動・アプローチは「貴
県が主導される想定」なのか、「あくまで候補に過
ぎず、その集客活動・方法は受託者が実施する想
定」なのか、教えていただきたいです。

基本的には県が主導する予定です。

また、上記お伺いと重なる部分もございますが、受
託者の集客活動以外に、貴県として予定されている
集客活動がある場合には、そちらも具体的にお知ら
せください。

現時点では未定です。


